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中
央
本
部
で
は
、
第
22
回
の
全
国
大
会

を
５
月
24
日
午
後
２
時
か
ら
、
自
由
民
主

党
本
部
８
Ｆ
大
ホ
ー
ル
に
、
来
賓
を
含
め
て

７
５
０
名
を
集
め
開
催
し
た
。

　

司
会
を
東
京
都
本
部
女
性
部
長
の
新
井
裕

美
子
さ
ん
が
務
め
、
開
会
の
辞
を
上
田
籐
兵

衛
副
会
長
が
述
べ
た
。

　

会
長
あ
い
さ
つ
で
茗
荷
完
二
会
長
は
、「
高

齢
で
体
調
も
万
全
で
は
な
く
職
務
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
中
央
本
部
の
会
長
職

を
辞
任
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
、
辞
任

第
22
回
全
国
大
会
を
開
催

上
田
福
岡
県
本
部
会
長
が
中
央
本
部
会
長
に
就
任

の
理
由
を
述
べ
、「
人
権
擁
護
法
案
」
の
一
日

も
早
い
成
立
を
期
待
し
た
い
と
、
新
執
行
部

に
後
を
託
し
た
。

　

来
賓
あ
い
さ
つ
で
は
、
自
由
民
主
党
を
代

表
し
て
、
与
党
人
権
問
題
等
に
関
す
る
懇
話

会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
岩
永
峯
一
・
衆
議
院

議
員
、
㈶
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の

宮
崎
繁
樹
・
顧
問
、
全
国
同
和
教
育
研
究
協

議
会
の
須
藤
訓
行
・
副
委
員
長
、
に
あ
い
さ

つ
を
い
た
だ
い
た
。

　

全
国
隣
保
館
連
絡
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

行
事
が
重
な
っ
た
た
め
に
出
席
で
き
ず
、
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
寄
せ
ら
れ
た
の
で
披
露
し
た
。

　

次
に
、
出
席
い
た
だ
い
た
自
民
党
の
衆
・

参
国
会
議
員
ご
本
人
様
に
限
っ
て
紹
介
し
た
。

　

そ
の
後
、
祝
電
の
一
部
を
披
露
し
、
今
年

の
夏
に
予
定
さ
れ
て
い
る
第
2�
回
参
議
院
議

員
選
挙
の
比
例
区
で
の
候
補
者
の
上
野
公
成

さ
ん
に
推
薦
證
を
手
渡
し
、
開
会
行
事
を
終

え
記
念
講
演
に
移
っ
た
。

　

記
念
講
演
は
、
㈶
奈
良
人
権
・
部
落
解
放

研
究
所
の
寺
澤
亮
一
理
事
長
が
、「
運
動
団
体

に
求
め
る
も
の
」
と
の
テ
ー
マ
で
、
運
動
団

体
の
あ
る
べ
き
姿
や
方
向
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

議
事
で
は
、
議
長
に
川
上
高
幸
組
織
委
員

長
と
堀
田
乃
武
美
教
育
啓
発
委
員
長
が
就

き
、
第
１
号
議
案
の
平
成
�8
年
度
事
業
報
告

及
び
同
決
算
報
告
に
つ
い
て
は
、
山
口
勝
広

事
務
局
次
長
が
一
括
提
案
し
、
承
認
さ
れ
た
。

　

第
２
号
議
案
の
平
成
�9
・
20
・
2�
年
度
の

役
員
選
出
に
つ
い
て
は
、
阪
本
孝
義
役
員
選

考
委
員
長
が
、
４
月
に
開
催
さ
れ
た
中
央
本

部
理
事
会
で
役
員
選
考
委
員
会
で
の
話
し
合

い
に
よ
る
一
本
化
が
で
き
ず
、
出
席
し
て
い

る
理
事
全
員
で
の
選
挙
に
な
り
、
福
岡
県
本

部
の
上
田
卓
雄
会
長
が
選
ば
れ
た
経
緯
を
報

告
す
る
と
と
も
に
、
役
員
案
を
提
案
し
、
承

認
さ
れ
た
。

　

第
３
号
議
案
の
平
成
�9
年
度
運
動
方
針
案

及
び
同
事
業
計
画
案
並
び
に
同
予
算
案
に
つ

い
て
は
、
平
河
秀
樹
事
務
局
長
が
一
括
提
案

し
、
承
認
さ
れ
た
。

　

第
４
号
議
案
の
大
会
ア
ピ
ー
ル
案
に
つ
い

て
は
、
荒
川
恵
美
子
女
性
部
長
が
朗
読
提
案

し
、
承
認
さ
れ
た
。

　

第
５
号
議
案
で
は
、
中
央
本
部
事
務
局
の

提
案
で
、
茗
荷
完
二
中
央
本
部
会
長
が
、「
他

は
他
と
し
て
お
互
い
に
助
け
合
う
思
い
や
り

の
心
」
と
、
水
平
社
宣
言
を
心
に
留
め
て
お

い
て
も
ら
い
た
い
と
の
お
別
れ
の
こ
と
ば
を

述
べ
た
。

　

以
上
で
大
会
議
事
を
終
え
、
閉
会
行
事
に

移
り
、
閉
会
の
辞
を
川
上
高
幸
副
会
長
が
行

い
、
第
22
回
全
国
大
会
を
終
え
た
。

今　号　の　内　容

全国大会関係････････････････････ １Ｐ

来賓祝辞････････････････････････ ２Ｐ

来賓出席者･･････････････････ ２・３Ｐ

祝　電･･････････････････････････ ３Ｐ

平成 19 年度運動方針･････ ４・５・６Ｐ

大会アピール････････････････････ ７Ｐ

新聞切り抜き････････････････････ ８Ｐ

信任された新三役（左から上田副会長、上田会長、川上副会長、

杉本副会長、平河事務局長）
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平
成
19
・
20
・
21
年
度
役
員

会　
　

長　
　
　

上
田　

卓
雄　
　

（
新
）

副
会
長　
　
　
　

上
田　

藤
兵
衛　

（
再
）

　

〃　
　
　
　
　

橋
本　

敏
春　
　

（
再
）

　

〃　
　
　
　
　

杉
田　

建
男　
　

（
再
）

　

〃　
　
　
　
　

川
上　

高
幸　
　

（
新
）

事
務
局
長　
　
　

平
河　

秀
樹　
　

（
再
）

　

〃　

次
長　
　

山
口　

勝
広　
　

（
再
）

総
務
委
員
長　
　

阪
本　

孝
義　
　

（
再
）

組
織
委
員
長　
　

藤
本　

周
一　
　

（
新
）

教
育
啓
発
委
員
長　

堀
田
乃
武
美　

（
再
）

産
業
就
労
委
員
長　

天
野
二
三
男　

（
再
）

人
権
侵
害
委
員
長　

平
河　

秀
樹　

（
新
）

女
性
部
長　
　
　

荒
川　

恵
美
子　

（
再
）

青
年
部
長　
　
　

上
田　

信
輝　
　

（
再
）

来 

賓 

祝 

辞
（
要
旨
）

与
党
・
人
権
問
題

等
に
関
す
る
懇
話

会
メ
ン
バ
ー

　

岩
永　

峯
一

　
　

衆
議
院
議
員

　

わ
が
国
を
人
権
実
現
社
会
に
す
る
た
め

の
一
歩
と
し
て
、
「
人
権
擁
護
法
案
」
の

成
立
に
努
め
ら
れ
て
き
た
歴
代
の
自
民
党

の
人
権
問
題
等
調
査
会
長
と
、
衆
・
参
の

議
員
の
同
志
と
と
も
に
、
成
立
に
向
け
て

必
死
に
取
り
組
み
、
あ
ら
た
め
て
一
日
も

早
い
成
立
を
図
る
こ
と
を
、
皆
さ
ん
に
お

誓
い
申
し
上
げ
ま
す
。

㈶
人
権
教
育
啓
発

　

推
進
セ
ン
タ
ー

　

宮
崎　

繁
樹

　
　
　
　
　

顧
問

　

一
部
に
現
在
の
憲
法
は
人
権
を
擁
護
し

す
ぎ
て
い
る
の
で
義
務
を
強
調
す
べ
き
だ

と
す
る
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
人

権
と
い
う
も
の
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な

い
も
の
で
、
す
べ
て
の
人
が
人
間
ら
し
く

平
等
に
活
き
活
き
と
生
き
て
い
け
る
社
会

に
、
一
歩
も
二
歩
も
近
づ
け
る
た
め
に
も

「
人
権
擁
護
法
案
」
の
成
立
は
不
可
欠
。

全
国
同
和
教
育

　
　

研
究
協
議
会

　

須
藤　

訓
行

　
　
　

副
委
員
長

　

自
由
同
和
会
の
封
筒
に
は
、
憲
法
第
�4

条
が
英
語
で
表
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

を
見
る
た
び
に
あ
る
種
の
感
動
を
覚
え

ま
す
。
憲
法
が
公
布
さ
れ
て
今
年
が
60
年

に
な
り
、
改
正
論
議
が
さ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
改
正
理
由
で
３
番
目
に
多
か
っ
た
の

が
「
日
本
で
は
、
今
、
人
権
が
守
ら
れ
す

ぎ
て
い
る
」
だ
と
記
憶
し
て
お
り
ま
す
。

　

は
た
し
て
そ
う
な
の
か
と
疑
問
を
持

つ
。
人
権
を
確
立
す
る
た
め
に
も
、
第
�4

条
を
絶
対
に
後
退
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。

来
賓
出
席
者

衆
議
院
議
員（
本
人
）

　

あ
べ
俊
子（
岡
山
３
）
▽
今
村
雅
弘（
佐

賀
２
）
▽
岩
永
峯
一（
滋
賀
４
）
▽
衛
藤
征

士
郎（
大
分
２
）
▽
河
本
三
郎（
兵
庫
�2
）
▽

櫻
田
義
孝
（
千
葉
８
）
▽
塩
野　

立（
静
岡

８
）
▽
清
水
鴻
一
郎（
比
近
畿
）
▽
竹
本
直

一（
大
阪
�5
）
▽
竹
田
良
太（
福
岡
��
）
▽
西

本
勝
子（
比
四
国
）
▽
萩
原
誠
司（
比
中
国
）

▽
広
津
素
子（
比
九
州
）
▽
福
岡
資
麿（
佐

賀
１
）
▽
藤
井
勇
治
（
比
近
畿
）
▽
松
岡
利

勝（
熊
本
３
）▽
山
本
と
も
ひ
ろ（
比
近
畿
）

参
議
院
議
員（
本
人
）

　

坂
本
由
紀
子（
静
岡
）
▽
竹
山　

裕（
静

岡
）
▽
中
川
雅
治（
東
京
）
▽
吉
田
博
美（
長

野
）

そ
の
他

　

㈶
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧
問　

宮
崎
繁
樹

　

全
国
同
和
教
育
研
究
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　

副
委
員
長　

須
藤
訓
行

衆
議
院
議
員（
代
理
）

　

赤
沢
亮
正（
鳥
取
２
）
▽
麻
生
太
郎（
福

岡
８
）
▽
井
澤
京
子（
比
近
畿
）
▽
井
上
信

治（
東
京
25
）
▽
伊
吹
文
明（
京
都
１
）
▽
石

田
真
敏（
和
歌
山
２
）
▽
石
破　

茂（
鳥
取

１
）
▽
岩
屋　

毅（
大
分
３
）
▽
宇
野　

治

（
比
近
畿
）
▽
上
野
賢
一
郎（
滋
賀
１
）
▽
小

川
友
一（
東
京
2�
）
▽
小
此
木
八
郎（
神
奈

川
３
）
▽
大
野
功
統（
香
川
３
）
▽
大
前
繁

雄（
兵
庫
７
）
▽
大
村
秀
章（
愛
知
�3
）
▽

岡
山
信
子（
大
阪
�7
）
▽
奥
野
信
亮（
奈
良

３
）
▽
加
藤
勝
信（
比
中
国
）
▽
鍵
田
忠
兵

衛（
比
近
畿
）
▽
金
子
善
次
郎（
比
北
関
東
）

▽
金
子
恭
之（
熊
本
５
）
▽
川
条
志
嘉（
大

阪
２
）
▽
木
原　

稔（
比
九
州
）
▽
木
村
太

郎（
青
森
４
）
▽
木
村
隆
秀（
愛
知
５
）
▽
木

村　

勉（
東
京
�5
）
▽
木
村
義
雄（
香
川
２
）

▽
北
川
知
克（
大
阪
�2
）
▽
後
藤
田
正
純

（
徳
島
３
）
▽
笹
川　

堯（
群
馬
２
）
▽
杉
浦

正
健（
愛
知
�2
）
▽
鈴
木
淳
司（
愛
知
７
）
▽

鈴
木
恒
夫（
神
奈
川
７
）
▽
関　

芳
弘（
兵

庫
３
）
▽
田
中
和
徳（
神
奈
川
�0
）
▽
田
村

憲
久（
三
重
４
）
▽
平　

将
明（
東
京
４
）
▽

高
市
早
苗（
奈
良
２
）
▽
高
木　

毅（
福
井

３
）
▽
竹
下　

亘（
島
根
２
）
▽
棚
橋
泰
文

（
岐
阜
２
）
▽
谷
川
弥
一（
長
崎
３
）
▽
谷
本

龍
哉（
和
歌
山
１
）
▽
寺
田　

稔（
広
島
５
）

▽
と
か
し
き
な
お
み（
大
阪
７
）
▽
戸
井
田

徹（
兵
庫
��
）
▽
冨
田　

勉（
比
九
州
）
▽
中

川
泰
宏（
京
都
４
）
▽
中
谷　

元
（
高
知
２
）

▽
中
山
泰
秀（
大
阪
４
）
▽
二
階
俊
博（
和

歌
山
３
）
▽
西
川
公
也（
比
北
関
東
）
▽
西

村
康
稔（
兵
庫
９
）
▽
額
賀
福
志
郎（
茨
城

２
）
▽
野
田
聖
子（
岐
阜
１
）
▽
野
田　

毅

（
熊
本
２
）
▽
橋
本　

岳（
比
中
国
）
▽
鳩
山

邦
夫（
福
岡
６
）
▽
林
田　

彪（
比
九
州
）
▽

平
井
た
く
や（
香
川
１
）
▽
平
田
耕
一（
比

東
海
）
▽
福
井　

照（
高
知
１
）
▽
福
田
良

彦（
山
口
２
）
▽
保
利
耕
輔（
佐
賀
３
）
▽
牧

原
秀
樹（
比
北
関
東
）
▽
松
浪
健
太（
大
阪

�0
）
▽
三
ツ
林
隆
志（
埼
玉
�4
）
▽
宮
沢
洋

一（
広
島
７
）
▽
宮
下
一
郎（
長
野
５
）
▽
武

藤
容
治（
岐
阜
３
）
▽
村
田
吉
隆（
岡
山
５
）

▽
茂
木
敏
充（
栃
木
５
）
▽
谷
津
義
男（
群

馬
３
）
▽
山
際
大
志
郎（
神
奈
川
�8
）
▽
山

口
俊
一（
徳
島
２
）
▽
山
口
泰
明（
埼
玉
�0
）

▽
山
本
公
一（
愛
媛
４
）
▽
山
本
幸
三（
比

九
州
）
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参
議
院
議
員（
代
理
）

　

市
川
一
朗（
宮
城
）
▽
岩
永
浩
美（
佐
賀
）

▽
魚
住
汎
英（
比
例
）
▽
大
野
つ
や
子（
岐

阜
）
▽
岡
田　

広（
茨
城
）
▽
加
治
屋
義
人

（
鹿
児
島
）
▽
景
山
俊
太
郎（
島
根
）
▽
川
合

常
則（
富
山
）
▽
神
取　

忍
（
比
例
）
▽
木
村　

仁（
熊
本
）
▽
岸　

信
夫（
山
口
）
▽
小
池
正

勝（
徳
島
）
▽
小
林　

温（
神
奈
川
）
▽
椎
名

一
保（
千
葉
）
▽
陣
内
孝
雄（
佐
賀
）
▽
鈴
木

政
二（
愛
知
）
▽
関
谷
勝
嗣（
愛
媛
）
▽
田
村

公
平（
高
知
）
▽
田
村
耕
太
郎（
鳥
取
）
▽
伊

達
忠
一（
北
海
道
）
▽
谷
川
秀
善（
大
阪
）
▽

常
田
享
詳（
鳥
取
）
▽
中
村
博
彦（
比
例
）
▽

三
浦
一
水（
熊
本
）
▽
溝
手
顕
正（
広
島
）
▽

山
内
俊
夫（
香
川
）
▽
山
崎
正
昭（
福
井
）
▽

山
下
英
利（
滋
賀
）
▽
山
内
俊
夫（
群
馬
）
▽

山
本
順
三（
愛
媛
）
▽
吉
村
剛
太
郎（
福
岡
）

▽
若
林
正
俊（
長
野
）

祝　
　
　

電

衆
議
院
議
員

　

井
澤
京
子
▽
今
井　

宏
▽
井
脇
ノ
ブ
子

▽
伊
吹
文
明
▽
大
塚
高
司
▽
木
村
隆
秀
▽

櫻
田
義
孝
▽
鈴
木
淳
司
▽
清
水
鴻
一
郎
▽

竹
本
直
一
▽
谷
本
龍
哉
▽
中
馬
弘
毅
▽
と

か
し
き
な
お
み
▽
二
階
俊
博
▽
野
田
聖
子

▽
原
田
憲
治
▽
松
浪
健
四
郎
▽
柳
本
卓
治

▽
山
本
と
も
ひ
ろ

参
議
院
議
員

　

秋
元　

司
▽
北
川
イ
ッ
セ
イ
▽
小
泉
顕

雄
▽
谷
川
秀
善
▽
鈴
木
政
二
▽
鶴
保
庸
介

▽
西
田
吉
宏
▽
二
之
湯
智

そ
の
他

　

法
務
省
人
権
擁
護
局

　
　
　
　
　

人
権
啓
発
課
長　

若
井
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全
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会
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知
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▽
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▽
岩
木　

均
▽
川
合
通
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夫
▽
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徹
▽
松
井
一
郎

　

大
阪
市
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關　
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市
議
会
議
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新
田　

孝
▽
堺
市
長　

木
原
敬
介
▽

同
市
議
会
議
員　

　

西
村
昭
三
▽
平
田
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あ
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馬
場
伸

幸
▽
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市
長　
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中
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市
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友
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▽
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▽
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▽
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司
▽
箕
面
市
長　

藤
沢
純
一

▽
交
野
市
長　

中
田
仁
公
▽
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▽
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▽
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▽
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▽
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▽
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仁
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▽
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▽
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▽
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▽
同
教
育
長　

空　

光

昭
▽
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▽
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▽
同
市
民
活

動
推
進
部
人
権
同
和
施
策
課
長　
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市
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田
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市
長　

真
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田
市
長　

玉
置
三
夫
▽
上

富
田
町
長　

小
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道
▽
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浅
町
長　

伏

木　

建
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高
野
町
長　

後
藤
太
栄
▽
印
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町
長　

久
保
井
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▽
白
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町
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谷
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一
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山
田
五
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▽
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岐
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▽
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子
▽
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長　
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田
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三
▽
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裕
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市
長　

細
江
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▽
関
市
長　

後

藤
昭
夫
▽
養
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町
長　

稲
葉
貞
二
▽
垂
井

町
長　

中
川
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也
▽
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六
銀
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取　

小

島
伸
夫
▽
大
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行
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屋　

嶢
▽
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事
長　
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川
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▽
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事
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史
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関
係
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部
人
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男

▽
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市
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▽
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市
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幸
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司
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係

　

小
諸
市
長　

芹
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岡
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▽
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晉
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平
成
�9
年
運
動
方
針

は
じ
め
に

　

昨
年
の
通
常
国
会
で
は
「
人
権
擁
護
法

案
」
を
国
会
へ
提
出
す
る
た
め
、
関
係
要

路
に
強
く
働
き
掛
け
を
お
こ
な
っ
た
が
、

自
民
党
内
の
手
続
き
を
始
め
る
こ
と
が
で

き
ず
見
送
り
、
安
倍
政
権
に
委
ね
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
「
人
権
擁
護
法
案
」
の
反
対
派

の
筆
頭
で
あ
る
安
倍
総
理
は
、
自
民
党
の

「
人
権
問
題
等
調
査
会
」
の
会
長
を
選
任
せ

ず
、
法
案
修
正
の
審
議
を
も
封
印
す
る
姑

息
な
手
段
を
講
じ
て
き
た
こ
と
で
、
自
民

党
内
の
審
議
は
止
ま
っ
て
い
る
が
、
本
年

７
月
に
実
施
さ
れ
る
参
議
院
議
員
選
挙
後

に
は
、
内
閣
の
改
造
と
自
民
党
役
員
の
入

れ
替
え
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、

そ
の
機
会
を
最
大
限
に
活
用
し
て
自
民
党

内
で
の
法
案
修
正
の
審
議
を
進
め
、
成
立

を
図
っ
て
い
く
。

　

「
人
権
擁
護
法
案
」
は
、
同
和
問
題
の
完

全
解
決
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
僅
か
で
も
成
立
の
可
能
性
が
あ
れ
ば
、

諦
め
ず
に
成
立
を
求
め
て
い
く
。

　

そ
の
他
と
し
て
、
男
女
共
同
参
画
社
会

基
本
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
は
国
と
同

様
に
男
女
共
同
参
画
社
会
を
促
進
す
る
た

め
の
基
本
計
画
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
た
め
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
で
策

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
市
町
村
に
つ

い
て
は
努
力
義
務
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

策
定
し
て
い
る
市
町
村
が
ま
だ
ま
だ
少
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
策
定
し

て
い
な
い
市
町
村
に
策
定
を
求
め
て
い
く
。

特
に
、
四
国
と
九
州
で
の
策
定
が
少
な
い

の
で
強
く
策
定
を
求
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
障
害
者
基
本
法
が
平
成
�6
年
６

月
に
改
正
さ
れ
、
障
害
者
計
画
が
都
道
府

県
は
努
力
義
務
か
ら
義
務
に
、
本
年
の
４

月
か
ら
は
市
町
村
も
障
害
者
計
画
が
義
務

付
け
ら
れ
る
の
で
、
策
定
し
て
い
な
い
市

町
村
に
つ
い
て
は
、
国
の
市
町
村
障
害
者

計
画
策
定
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
事
業
を
活

用
し
な
が
ら
、
数
値
目
標
を
掲
げ
た
基
本

計
画
の
策
定
を
求
め
て
い
く
。

１
．
住
環
境
整
備

　

住
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
近
隣
地
域

と
の
差
異
が
な
い
か
を
点
検
し
つ
つ
も
、

高
齢
者
や
障
害
者
が
自
由
に
社
会
に
参
加

で
き
る
活
力
あ
る
地
域
に
す
る
た
め
、
バ

リ
ア
フ
リ
ー
を
中
心
に
す
る
「
人
権
の
ま

ち
づ
く
り
」
を
視
野
に
入
れ
た
取
り
組
み

を
も
展
開
し
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

を
達
成
す
る
。

　

地
域
の
拠
点
に
な
る
隣
保
館
に
つ
い
て

は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
へ
の
改
修
費
補
助

が
あ
る
の
で
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
。

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
基
準
と
し
て
は
、
介

助
が
な
い
車
イ
ス
で
ど
こ
へ
で
も
自
由
に
、

安
心
・
安
全
・
快
適
に
移
動
で
き
る
も
の

と
す
る
。

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
つ
い
て
は
、「
高
齢
者
、

身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特

定
建
築
物
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
、

ハ
ー
ト
ビ
ル
法
）
と
「
高
齢
者
、
身
体
障

害
者
等
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
移

動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
（
通

称
、
交
通
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
）
を
統
合
し

た
新
法
「
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等

の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
通
称
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
新
法
）
が
、
昨
年
の
通
常

国
会
で
成
立
し
、
昨
年
の
�2
月
か
ら
施
行

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー

新
法
」
を
積
極
的
に
活
用
し
て
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
建
築
物
を
増
や
し
て
い
く
。

　

老
朽
化
し
た
改
良
住
宅
・
公
営
住
宅
の

建
替
え
を
行
う
際
に
つ
い
て
は
、
定
期
借

地
権
な
ど
も
考
慮
し
つ
つ
、
払
い
下
げ
も

視
野
に
入
れ
検
討
し
、
こ
れ
を
機
会
に
「
人

権
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
具
現
化
す
る
総
合

計
画
の
策
定
を
市
町
村
に
求
め
て
い
く
。

　

改
良
住
宅
・
公
営
住
宅
の
空
き
家
が
あ

る
場
合
に
は
、
混
住
化
を
促
進
す
る
た
め

に
も
、
一
般
公
募
制
度
を
活
用
し
、
空
き

家
を
な
く
し
て
い
く
よ
う
市
町
村
に
要
求

し
て
い
く
。

　

批
判
の
対
称
に
な
っ
て
い
る
改
良
住
宅
・

公
営
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
応
能
応

益
制
度
を
取
り
入
れ
暫
時
見
直
し
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
応
能
応

益
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
市
町
村
に

は
、
早
急
に
制
度
を
取
り
入
れ
、
家
賃
の

見
直
し
を
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
く
と
と

も
に
、
家
賃
の
滞
納
を
市
町
村
と
協
議
し

な
が
ら
早
急
に
改
善
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
政
府
の
三
位
一
体
の
改
革
か
ら
、

地
域
の
拠
点
で
あ
る
隣
保
館
の
運
営
費
や

施
設
整
備
費
も
削
減
さ
れ
て
い
く
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
隣
保
館
の

同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
人

権
問
題
の
解
決
に
果
た
す
役
割
の
大
き
さ

を
訴
え
、
削
減
で
は
な
く
、
拡
充
を
厚
生

労
働
省
に
求
め
て
い
く
と
と
も
に
、
地
方

公
共
団
体
へ
も
隣
保
館
の
活
性
化
を
求
め

て
い
く
。

２
．
産
業
基
盤
の
確
立
と
就
労
対
策

　

同
和
関
係
事
業
者
は
零
細
で
、
か
つ
、
建 

築
・
土
木
関
係
業
者
が
極
め
て
多
い
と
い

う
特
定
の
業
種
に
偏
っ
た
特
有
性
を
も
っ

て
い
る
の
で
、
公
共
事
業
が
年
々
減
少
し

て
い
く
こ
の
よ
う
な
状
況
で
基
盤
を
確
立

す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
は
あ
る
が
、

合
理
化
や
近
代
化
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

生
き
残
り
の
た
め
共
同
化
や
協
業
化
を
進

め
て
い
く
。

　

業
種
転
換
す
る
場
合
に
は
、
政
府
が
中

小
・
零
細
業
者
向
け
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

と
し
て
実
施
し
て
い
る
各
種
融
資
制
度
の

有
効
活
用
や
各
省
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

最
新
の
情
報
等
を
有
効
利
用
す
る
と
と
も

に
、
都
府
県
や
市
町
村
と
協
議
し
な
が
ら
、

き
め
細
か
な
指
導
を
し
て
い
く
。

　

未
就
労
者
に
関
し
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
を
最
大
限
活
用
す
る
と
と
も
に
、
規
制

の
緩
和
に
よ
り
都
道
府
県
も
就
労
の
斡
旋

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
現
在

様
々
な
雇
用
対
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の

で
都
道
府
県
と
連
携
を
図
り
、
未
就
労
を

な
く
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
専
門
性
を
取
得
す
る
た
め
に
職

業
訓
練
や
研
修
・
講
座
な
ど
を
有
効
活
用

し
、
就
労
を
確
保
し
て
い
く
。
特
に
、
世

界
で
も
類
の
な
い
高
齢
化
社
会
に
進
ん
で

い
る
こ
と
で
、
介
護
福
祉
士
や
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
求
人
の

需
要
が
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
の
で
資
格

の
取
得
を
奨
励
し
て
い
く
。
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農
林
漁
業
者
に
つ
い
て
は
、
付
加
価
値

の
高
い
も
の
に
移
行
す
る
と
と
も
に
、
ブ

ラ
ン
ド
化
を
目
指
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

な
ど
を
活
用
し
て
販
路
の
拡
大
を
図
る
。

　

な
お
、
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
「
指
定
管

理
者
制
度
」
で
は
、
す
べ
て
の
公
共
施
設 

を
指
定
管
理
者
に
管
理
を
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
隣
保
館
な
ど
も
対
象

に
な
る
こ
と
か
ら
、
各
都
府
県
本
部
で
設

置
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
実
情
に
合
っ

た
公
共
施
設
の
指
定
管
理
者
に
な
り
、
雇

用
の
促
進
が
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
・

市
町
村
と
協
議
し
て
い
く
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
新
の
情
報
を
得

る
た
め
中
央
本
部
は
各
省
庁
と
、
都
府
県

本
部
は
都
府
県
と
緊
密
な
連
携
を
図
り
、

会
員
に
最
新
の
情
報
の
伝
達
や
相
談
を
行

う
た
め
、
都
府
県
本
部
内
に
相
談
業
務
を

確
立
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
就
職
差
別
を
な
く
し
、
安
定
し

た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省

が
１
０
０
名
以
上
の
従
業
者
を
有
す
る
企

業
に
設
置
を
求
め
て
い
る
「
公
正
採
用
選

考
人
権
啓
発
推
進
員
」
と
の
連
携
を
深
め

て
い
く
と
同
時
に
、
障
害
者
の
雇
用
を
も

促
進
す
る
た
め
、
法
定
雇
用
率
（
常
用
労

働
者
が
56
人
以
上
の
民
間
企
業
は
１
．８
％
） 

を
下
回
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
特
に
積
極

的
に
雇
用
す
る
よ
う
求
め
て
い
く
が
、
抜

本
的
に
就
職
差
別
を
な
く
す
た
め
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
第
１
１
１
号
条
約
の
「
雇
用
及
び
職
業

に
お
け
る
差
別
に
関
す
る
条
約
」
を
批
准

し
、
国
内
法
を
整
備
す
る
よ
う
厚
生
労
働

省
に
求
め
て
い
く
。

３
．
教
育
・
啓
発

　

教
育
・
啓
発
に
つ
い
て
は
、
既
に
「
人

権
教
育
及
び
人
権
啓
発
の
推
進
に
関
す
る

法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
お
り
、
基
本
計
画

も
策
定
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
法

律
を
有
効
活
用
し
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
、

す
べ
て
の
市
町
村
に
、
こ
の
基
本
計
画
の

策
定
と
実
施
を
強
く
求
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
基
本
計
画
に
は
企
業
の
役
割
も

明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厚
生
労
働

省
が
１
０
０
名
以
上
の
従
業
員
を
有
す
る

企
業
に
設
置
を
求
め
て
い
る
「
公
正
採
用

選
考
人
権
啓
発
推
進
員
」
と
の
連
携
を
深

め
、
企
業
内
の
人
権
研
修
の
充
実
に
努
め

て
い
く
と
と
も
に
、
未
設
置
の
企
業
に
は
、

推
進
員
の
設
置
を
求
め
て
い
く
。

　

奨
学
資
金
を
扱
う
日
本
育
英
会
の
独
立

行
政
法
人
化
で
、
名
称
が
日
本
学
生
支
援

機
構
に
な
り
、
大
学
は
そ
の
ま
ま
日
本
学

生
支
援
機
構
が
取
り
扱
い
、
高
等
学
校
の
奨

学
資
金
は
都
道
府
県
に
移
管
さ
れ
た
。
私

ど
も
の
運
動
で
創
設
さ
れ
た
奨
学
資
金
は

学
力
要
件
が
な
く
誰
も
が
貸
与
さ
れ
る
制

度
で
あ
っ
た
が
、
残
念
で
は
あ
る
が
三
位

一
体
の
改
革
か
ら
廃
止
に
な
り
、
都
道
府

県
が
一
般
対
策
と
し
て
継
続
し
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。
一
般
対
策
に
移
行
す
る
に

当
た
っ
て
は
学
力
要
件
を
撤
廃
す
る
よ
う

都
道
府
県
を
指
導
す
る
よ
う
に
文
部
科
学

省
に
要
請
し
て
い
た
が
、
都
道
府
県
の
財

政
状
況
に
よ
っ
て
は
学
力
要
件
が
残
っ
て

い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
残
っ
て

い
る
場
合
に
は
条
件
と
し
な
い
よ
う
都
道

府
県
に
要
請
し
て
い
く
と
と
も
に
、
こ
れ 

を
機
会
に
専
門
学
校
に
つ
い
て
も
、
対
象
に 

加
え
る
よ
う
要
請
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
す
べ
て
の
学
校
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
さ
れ
、
車
イ
ス
で
も
通
学
で
き
る
よ
う
、

文
部
科
学
省
に
促
進
を
求
め
て
い
く
と
同

時
に
、
児
童
・
生
徒
の
人
権
を
侵
害
す
る

教
師
の
差
別
言
動
が
少
な
か
ら
ず
発
生
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
師
に
対
す
る
人
権

研
修
の
徹
底
を
も
求
め
て
い
く
。

　

今
後
、
小
・
中
学
校
で
は
、
地
域
に
開

か
れ
た
学
校
を
目
指
す
と
し
て
、
学
校
評

議
員
制
度
な
ど
保
護
者
が
学
校
運
営
に
直

接
関
与
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
積
極

的
に
関
与
し
て
い
く
。

　

昨
年
１
月
に
「
人
権
教
育
の
指
導
方
法

の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
第
２
次
と
り
ま
と

め
）
が
文
部
科
学
省
で
ま
と
め
ら
れ
、
各

学
校
に
配
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
実
施
を
求
め
て
い
く
。

　

特
に
、
カ
リ
ュ
キ
ュ
ラ
ム
に
は
、
最
大

限
の
関
心
を
持
ち
、
人
権
教
育
が
計
画
的

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
働
き
か
け
る
。

　

同
和
教
育
・
人
権
教
育
と
啓
発
事
業
は

環
境
改
善
と
と
も
に
、
同
和
問
題
の
解
決

に
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

結
婚
差
別
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
差
別

や
偏
見
で
不
幸
な
事
態
に
な
る
こ
と
は
大

幅
に
減
少
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
教
育
・

啓
発
に
担
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
昭
和
47

年
に
中
学
の
社
会
科
の
教
科
書
に
記
載
さ

れ
、
本
格
的
に
同
和
教
育
が
導
入
さ
れ
た

結
果
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
授
業
を
受
け
て
き
た
世
代 

を
同
和
教
育
第
一
世
代
と
し
、
そ
の
同
和

教
育
第
一
世
代
の
こ
ど
も
を
同
和
教
育
第

二
世
代
と
す
れ
ば
、
こ
の
同
和
教
育
第
二
世

代
が
同
和
関
係
者
と
結
婚
す
る
場
合
の
親

（
同
和
教
育
第
一
世
代
）
の
態
度
が
、
ほ
ん 

と
う
の
意
味
で
の
同
和
教
育
の
成
果
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
同
和
問
題
の
解

決
が
よ
り
一
層
進
む
の
か
、
こ
の
ま
ま
の

状
態
が
続
く
の
か
を
占
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
時
期
が
同
和
問
題
解
決
の
タ
ー
ニ

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
、
目
前
に
き
て
い

る
こ
と
か
ら
、
結
果
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
内
容
を
見
直
す
な
ど
人
権
教
育
啓

発
の
一
層
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
導
入
す
る
こ
と
に
賛
否
が
分
か

れ
て
い
る
学
校
選
択
制
度
に
つ
い
て
は
、

解
決
し
つ
つ
あ
る
同
和
問
題
を
逆
行
さ
せ

る
可
能
性
と
、
こ
れ
ま
で
の
学
校
と
地
域

の
一
体
性
が
瓦
解
し
、
児
童
生
徒
が
減
少

す
る
地
域
は
崩
壊
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
導
入
に
は
断
固
と
し
て
反
対
し

て
い
く
。

４
．
人
権
侵
害
の
処
理

　
　
　
　
　
　

及
び
被
害
者
の
救
済

　

人
権
侵
害
の
処
理
及
び
被
害
者
の
救
済

に
つ
い
て
は
、
私
ど
も
自
由
同
和
会
が
求
め

て
い
た
、
国
家
行
政
組
織
法
の
第
３
条
委

員
会
と
し
て
の
「
人
権
委
員
会
」
の
設
置

を
含
む
「
人
権
擁
護
法
案
」
が
必
要
不
可 

欠
で
あ
る
の
で
、
再
出
発
を
図
り
、
是
が

非
で
も
成
立
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

「
人
権
委
員
会
」
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
は
、

平
成
�5
年
の
３
月
に
20
年
ぶ
り
に
改
正
さ

れ
た
「
人
権
侵
犯
事
件
調
査
処
理
規
程
」

で
の
対
応
に
な
る
が
、
差
別
で
の
泣
き
寝

入
り
は
絶
対
に
さ
せ
な
い
と
の
強
い
気
持



ヒューマンJournal　  　　　　　　　　　　　 　　　　（ 6 ） 

ち
で
、「
人
権
侵
犯
事
件
調
査
処
理
規
程
」

を
有
効
に
活
用
し
て
救
済
を
図
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
最
近
、
一
部
運
動
団
体
が
部
落

地
名
総
鑑
を
発
見
し
た
と
騒
い
で
い
る
が
、

高
度
に
発
展
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

社
会
と
、
同
和
対
策
事
業
で
対
象
地
域
が

以
前
の
面
影
を
残
さ
な
い
ほ
ど
環
境
整
備

が
図
ら
れ
た
地
域
、
ま
し
て
混
住
化
が
進

ん
だ
地
域
の
現
状
を
勘
案
す
れ
ば
、
部
落

地
名
総
鑑
の
持
つ
意
味
が
以
前
ほ
ど
重
大

で
は
な
く
、
当
然
、
取
扱
に
つ
い
て
も
違

い
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　

同
和
対
策
事
業
が
実
施
さ
れ
る
前
の
劣

悪
な
環
境
で
は
、
対
象
地
域
を
知
れ
ば
差

別
の
助
長
に
繋
が
っ
た
が
、
現
在
の
対
象

地
域
を
見
て
も
差
別
心
は
芽
生
え
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

な
お
か
つ
、
同
和
問
題
を
少
し
勉
強
す

れ
ば
対
象
地
域
に
は
隣
保
館
や
改
良
住
宅

が
建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
県
や
市
町
村
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
隣
保
館
や
改
良
住
宅
を
検
索
す

れ
ば
、
対
象
地
域
の
所
在
は
す
ぐ
に
判
明

す
る
し
、
航
空
写
真
や
衛
星
写
真
で
対
象

地
域
全
体
を
観
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

対
象
地
域
に
入
れ
ば
、
同
和
問
題
を
解
決 

す
る
た
め
の
看
板
や
ポ
ス
タ
ー
が
目
に
付

く
し
、
人
権
週
間
に
な
れ
ば
隣
保
館
な
ど
に 

垂
れ
幕
や
横
断
幕
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
、
こ

こ
が
対
象
地
域
で
す
よ
と
知
ら
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
隣
保
館
が
行
っ
て
い
る
交
流
事

業
に
参
加
す
る
人
達
も
す
べ
て
知
る
こ
と

に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
対
象
地
域
の
所
在
を
あ

え
て
公
開
す
る
必
要
は
な
い
が
、
部
落
地

名
総
鑑
を
発
見
し
て
も
、
差
別
の
助
長
に

な
る
と
大
騒
ぎ
す
る
の
で
は
な
く
、
淡
々

と
処
理
す
れ
ば
い
い
こ
と
で
、
未
だ
に
差

別
が
あ
る
こ
と
の
根
拠
に
す
る
こ
と
は
差

別
の
現
状
を
見
誤
る
危
険
な
所
業
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

対
象
地
域
に
住
む
人
達
を
差
別
し
よ
う

と
す
る
悪
意
を
持
っ
た
確
信
犯
的
な
人
は

絶
対
に
な
く
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人

が
部
落
地
名
総
鑑
を
作
成
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
流
す
な
ど
悪
用
し
た
場
合
に
は
、

毅
然
と
し
て
対
処
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る
が
、
今
や
混
住
化
が
進
み
半
数
は
関
係

者
以
外
の
人
達
で
あ
る
こ
と
を
広
報
す
る

こ
と
の
ほ
う
が
部
落
地
名
総
鑑
を
無
意
味

に
す
る
近
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

部
落
地
名
総
鑑
を
作
成
し
悪
用
す
る
こ

と
が
で
き
に
く
く
な
る
４
つ
の
追
い
風
が

吹
き
始
め
た
。
そ
の
①
は
、
「
探
偵
業
の
業

務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
が
昨
年
成

立
し
、
差
別
に
繋
が
る
調
査
が
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
。
そ
の
②
は
、
「
戸
籍
法
」
の

改
正
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
の
で
、
今
国

会
で
成
立
す
れ
ば
戸
籍
を
取
得
す
る
こ
と

に
、
身
元
確
認
や
取
得
す
る
た
め
の
正
当

な
理
由
な
ど
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ

と
。
そ
の
③
は
、
「
住
民
基
本
台
帳
法
」
の

改
正
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
も
今

国
会
で
成
立
す
れ
ば
、
住
民
票
の
取
得
は

家
族
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
弁
護
士

な
ど
の
場
合
は
正
当
な
理
由
と
本
人
確
認

の
義
務
が
生
じ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ

の
④
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
プ
ロ
バ 

イ
ダ
ー
制
限
責
任
法
」
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

が
改
め
ら
れ
、
名
誉
毀
損
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
、
著
作
権
侵
害
、
商
標
権
侵
害
な
ど

の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
よ

り
発
信
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
子
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
、
情
報
発
信
時
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ

ス
な
ど
の
情
報
が
開
示
し
や
す
く
な
っ
た
。

　

こ
れ
で
も
万
全
と
は
言
え
な
い
が
、
前

記
し
た
よ
う
に
部
落
地
名
総
鑑
の
価
値
が

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ

せ
れ
ば
、
減
少
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
あ
る
掲
示
板
で
、

「
今
ど
き
、
差
別
さ
れ
て
得
に
な
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
差
別
し
て
得
に
な
る
こ
と
は

な
に
も
な
い
」
と
書
き
込
み
が
あ
っ
た
が
、

正
鵠
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
い
ご
に

　

こ
れ
ま
で
は
、
差
別
す
る
側
に
す
べ
て

責
任
を
被
せ
、
差
別
さ
れ
る
側
に
は
何
も

責
任
は
な
い
の
だ
と
す
る
論
理
が
罷
り

通
っ
て
き
た
た
め
に
、
差
別
さ
れ
る
側
の

問
題
を
取
上
げ
て
意
識
の
変
革
を
し
よ
う

と
す
る
と
、
融
和
主
義
だ
と
批
判
さ
れ
た
。

　

運
動
に
参
加
す
る
人
間
に
と
っ
て
、
融

和
主
義
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
最
大
の
屈
辱

で
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
が
、
声
を
大
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
一
つ
の
大
き
な

要
因
で
あ
り
、
今
回
の
様
々
な
不
祥
事
を

生
ん
だ
一
つ
の
土
壌
で
あ
る
。

　

ま
た
、
言
葉
尻
を
捉
え
「
差
別
だ
」
と

言
わ
れ
る
と
、
思
考
停
止
に
な
り
、
反
論

し
な
い
こ
と
も
運
動
体
の
横
暴
を
許
し
て

き
た
大
き
な
要
因
で
も
あ
る
。

　

昨
今
の
同
和
団
体
役
員
や
選
考
採
用
さ

れ
た
市
の
職
員
よ
る
不
祥
事
の
続
出
に
よ

り
、
同
和
団
体
へ
の
嫌
悪
感
が
一
気
に
深

ま
る
と
と
も
に
、
逆
差
別
が
蔓
延
し
始
め

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
運

動
の
成
果
を
踏
み
に
じ
る
由
々
し
き
問
題

で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
対
岸
の
火
事
に
せ
ず
、
運

動
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
が
反
省
す
べ

き
事
案
で
あ
り
、
己
を
見
つ
め
直
し
、
傲

慢
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
、
特
権
意
識
を

持
っ
て
い
な
い
か
、
特
別
待
遇
を
望
ん
で

い
な
い
か
、
不
正
行
為
は
し
て
い
な
い
か
、

社
会
人
と
し
て
恥
ず
べ
き
行
為
は
し
て
い

な
い
か
、
な
ど
を
常
に
己
に
問
い
、
地
域

の
代
表
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
か
ら
の
運
動
は
、
行
政
依
存
の
体

質
か
ら
脱
皮
し
、
借
り
た
も
の
は
返
し
、

支
払
う
義
務
が
あ
る
も
の
は
支
払
う
な
ど
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
横
暴
・
横
着
は
許
さ
れ 

な
い
。

　

本
気
で
差
別
を
解
消
し
て
い
く
に
は
、

差
別
さ
れ
る
要
因
が
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
の

な
ら
改
善
し
て
い
く
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
自
分
が
住
む
地
域
で
は
、
ど

の
よ
う
な
差
別
・
格
差
（
結
婚
差
別
、
就

職
差
別
、
土
地
の
価
格
、
差
別
落
書
き
、

差
別
投
書
、
差
別
書
き
込
み
、
環
境
改
善
、

所
得
、
就
労
形
態
、
失
業
率
、
生
活
保
護
率
、

学
力
と
就
学
、
な
ど
）
が
現
存
す
る
の
か

を
主
観
で
は
な
く
客
観
的
に
、
か
つ
、
正

確
に
把
握
し
て
、
そ
の
問
題
の
是
正
を
図

る
た
め
に
、
各
支
部
そ
れ
ぞ
れ
の
方
針
で

運
動
を
展
開
す
る
、
細
分
化
さ
れ
た
活
動

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
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　このところ、同和対策の名の下に同和団体と癒着し、様々な特権を認めてきた行

政の不正行為が暴露され始めている。

　以前から言われていたことだが、改めて、まさしく同和対策ではなく同和団体対

策であったことを思い知らされる事件が相次いでいる。

　本来、同和問題が解決されてきたことで施策を見直し、是正していくことが行政

の役割のはずであるにもかかわらず、まったく見直すこともせず、特権を認め続け

てきた行政の怠慢と責任は重いが、そのことに胡坐をかいてきた同和団体と地域住

民にも重大な責任がある。

　このことで、より一層同和団体への嫌悪感が増幅され、部落差別が再生産されて

きている。

　まじめに活動している私どもや地域住民にとってはいい迷惑なことで、部落差別

をなくすための団体が、逆に差別を増やす結果になっていることについては猛省を

促したい。

　同和問題が解決されつつあることで、タブー化されてきた同和問題に関するマイ

ナスの事件でも報道される状況になってきていることに気づくべきであり、情報公

開制度が進む中、同和団体役員の不祥事や逆差別を醸成する特別対策を是正しなけ

れば、これまで以上に報道されることを覚悟しておくべきである。

　行政は、革新的な団体は特に理不尽な要求をするものであることを念頭に置き、

その要求が同和問題の解決に繋がるのかどうかを見極めて、過保護になり自立を阻

害し、差別解消とは逆行することになると判断する場合は毅然とした態度で臨むこ

とが求められる。

　それは、団体要求の無責任な許諾は一層の逆差別を生み、部落差別が再生産され

るからである。

　今回不祥事を起こした中心的な団体では、組織内外のエセ同和行為を許さない体

制づくりと称して、中央本部と各都府県連に対策本部を設置するらしいが、エセ同

和行為だけではなく、今後の同和問題の抜本的解決への鍵を握ることになるであろ

う、揚げ足を取り自由な論議を妨げる運動のあり方や行き過ぎた同和対策の特別対

策の是正と会員の社会的義務を果たすためのモラルの向上にも努めてもらいたい。

　同和団体の存在が差別を生む最大の元凶にならぬよう、われわれは、団体を存続

させるための運動ではなく、部落差別をなくすための運動に組織の総力を上げて展

開することを宣言する。

　　2007 年５月 24 日

自　由　同　和　会

第 22 回 全 国 大 会
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４月 27 日　毎日新聞（夕）

５月 25 日　読売新聞（夕）

４月 27 日　日本経済新聞

４月 28 日　朝日新聞（夕）

３月 31 日　朝日新聞

５
月
31
日　

読
売
新
聞

３
月
９
日　

読
売
新
聞
（
夕
）


